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                      認定制度 スタート！ 

  人材育成・質の向上◆労働環境◆魅力発信の取組 でイキイキと働ける職場づくり(・▽・) 
 

 

 

 

近年、社会で活躍する女性の増加や、2019 年 10 月から始まった幼児教育・保育の無償化などを受けて、保育の

ニーズはますます高まり、保育人材の確保が急務となっています。そんな中滋賀県では、「保育士が笑顔で働ける、

居心地がよく働きがいのある滋賀の保育所」を認定する制度をスタート！ 

認定された園で行われている働きやすい職場づくりの取組を広く公表し、そのアイデアを横展開することで、滋賀

県の保育所等全体の働きやすい職場環境づくりの取組の促進を図り、保育人材の確保・定着・育成に繋げることを目

的としています。現任の保育士さんをはじめとする滋賀県内の保育関係者の皆さんからいただいた意見を踏まえて

要件を設定し、この認定制度ができあがりました。 

認定されることで「職場の環境整備や人材育成に理解がある施設」と効果的にアピールでき、保育所のイメージも

アップ。認定園を紹介する特設ホームページも開設！保育士さんの笑顔がイキイキと輝く、ほいく“しが”スマイル♪の

取組を、広く発信していきます。 

なお、2020 年 11 月末日までに申請いただき、認定された園については、その中から独自の取組について取材

を行い、アイデア集として取りまとめて発行する予定であり、保育所等からの積極的な申請を期待しております。 

郵送・WEB どちらでも申請が可能となっております。 

詳しくは、県の子育てポータルサイト「ハグナビしが」内の、「ほいく“しが”スマイル♪」HP を 

ご覧ください。  （https://hugnavi.net/hoiku-smile/） 
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